
 

2023年 さわやか通信   ＯＷＬＳ ＮＥＷＳ  

つちや 品子 
 

 自由民主党衆議院議員：総務会副会長 

 公職選挙法の一部を改正する法律が昨年11月28日に公

布され、12月28日から施行されました。小選挙区の数は、東京

都で5増加、神奈川県で2増加、埼玉県・千葉県・愛知県で1増

加し、10の県でそれぞれ1減少（10増10減）、また比例代表選

出議員についても、2都選挙区で3増加し、3選挙区で1減少し

ました（3増3減）。 

 私は13区から、新しく作られた春日部市、さいたま市岩槻

区、吉川市、松伏町からなる16区の支部長になりました。春日

部市は以前の区割りだと旧春日部市が13区、旧庄和町が14区

と別れていましたが、1つの選挙区になりました。岩槻区は1期

目と2期目にお世話になった場所です。松伏町と吉川市ははじ

めましてになります。 

  エネルギー・物価高騰による景気後退の不安のある中で、

皆さまからの声を国政の場に届け、その不安を少しでも払拭で

きるように頑張ってまいります。 

   そして春日部駅付近連続立体交差事業、地下鉄7号線

の延伸、東埼玉道路の延伸など、地域の経済に密着する皆

さまの悲願を今まで通り進めてまいりますので、よろしくお願い

いたします。 
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埼玉県第16区選挙支部長に就任しました 

着実に進めていきます！ 



国民生活の負担軽減 着々と 
   足下で続く物価高騰から国民生活を守るため、自民党と政府が昨年策定した総合経済対策・補正予算において

盛り込んだ支援策をはじめ、これまで打ち出してきた電気・都市ガス料金上昇の負担軽減策等が着々と進められて

います。政府は1月24日の開かれた「物価・賃金・生活総合対策本部」において、関連施策の進捗状況を公表しまし

た。 

登録者募集中! 

QRコードからご登録いただければ、ライブ配信などの様々な企画に無料でご参加できます。メールアドレス・

お名前・住所(市町村まで)・性別・年齢のみのご登録です。 

  標準世帯 2,800円/月 の負担軽減 

※使用量に応じて値引きを実施。1キロワット時あたり低圧(主に家庭)

で7円、高圧(主に企業)で3.5円。 

 

電 気 代 

ガソリン•軽油代 輸入小麦の売渡価格  

低所得世帯への現金給付 低所得子育て世帯への現金給付 

 1リットル200円以上を 170円 程度に抑制 

※昨年から継続している燃油捕助金で、本来200円/リットル以上だっ

たガソリン代を170円程度まで抑制。 

高速道路のサービスエリア•バーキングエリアにおける電子看板で、実

際の値引き額をリアルタイムで確認できます。 

元の燃油料金が下がってきていることから、政府は2月以降も補助上

限を緩やかに調整して価格抑制を継続し、今年6月以降、補助を段階

的に縮減する一方、高騰リスクへの備えを強化する方針です。 

 

 

都市ガス代 

   標準世帯 900円/月 の負担軽減 

※使用量に応じて値引きを実施。1立方メートル当たり30円。 

※LPガスについても、各自治体による「電力・ガス•食料品等価格高騰

重点支援地方交付金」等を活用した支援が実施•検討されています。 

 

 1月使用分から値引き開始。2月以降に届く請求書や検針票、Web明細で確認できます。

政府は既に約950社の電気•都市ガスの小売事業者等への交付決定を行い、対象となる

全ての家庭•事業者等を支援するための準備を整えました。 

    19.7％ の急激上昇を抑制 

※小麦の買付価格は、ウクライナ情勢を受けて昨年3月以降、急激に

変動。仮に、通常どおり6カ月間で算定していた場合、売渡価格は令和

4年10月期に、1トン当たり72,530円から86,850円と、19.7%急激に上昇す

る改定になっていました。しかし、緊急措置に より通常6カ月間の算定

期間を1年間に延長することで、本年4月期まで72,530円と価格を据え

置きました。  

 

 

   プッシュ型で ５万円/世帯 を支給 

※住民税非課税世帯（令和4年度分）に対し、市町村が対象世帯を

抽出し確認書を送付する「プッシュ型」で実施。また、予期せず収入が

減少し、住民税非課税の世帯と同様の事情にあると認められる世帯

（家計急変世帯） へも申請方式で支給。 

住民税非課税世帯への5万円給付については、ほとんどの自治体で

支給が開始され、昨年末時点で対象世帯の約7割に給付金が支給さ

れています。 

年度末に向け、残りの対象世帯に対しても、支給事務のさらなる円滑

化が図られています。 

    児童1人当たり ５万円 を給付 

※児童扶養手当受給者等（低所得のひとり親世帯）と、その他の令和 

4年度分の住民税非課税の子育て世帯に対し、原則申請不要で支

給。直近で収入が減少した世帯等についても、申請方式で支給。 

昨年12月までに児童253万人分の支給が決定済です。直近で収入が

減少した世帯等からの申鑄を原則本年2月末まで受け付けており、申

講受付後、可能な限り速やかに支給される方針です。  


